
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

早良警察署協議会 
 

 開催年月日時  平成２８年９月２９日 午後４時００分 から 

 平成２８年９月２９日 午後６時３５分 まで 

開 催 場 所 早良警察署 ４階大会議室 

 

出 席 者 

 
 警察署協議会  会長以下 １０名 

 
 

 警 察 署 

 署長、副署長、会計管理官、生活安全管理官、 

 地域管理官、刑事管理官、交通管理官、警備課長 

 総務第一課長、総務第二課長、被害者支援係長 

議 事 概 要 

 

 

（Ａ４） 

【会長挨拶（要旨）】 

○ 警察署協議会の役割は、住民の意見や要望を汲み上げ、警察行政に反映さ 

 せることを目的に、地域住民の方々が、安全で安心して生活できる環境をつ 

 くっていくことであると考えている。 

○ 管内の犯罪状況等は、全体的に前年から減少しているが、今でも飲酒運転、 

 ニセ電話等については、依然、マスコミを賑わせている状況であり、今後も 

 事件、事故等が無くなるよう努力が必要と考える。 

○ 暴力団の事務所撤去の問題では、以前から管内ビルの一角に暴力団が長年 

 居座っていたが、毎年、警察署、地域、協議会が暴力団排除活動に取り組ん 

 だ結果、暴力団事務所が撤去しており、再度管内に暴力団事務所が居座るこ 

 とがないように、今後も暴力団排除活動に取り組んでいきたいと思っている。 

○ 今後も県警の運営指針である三大重点目標の「暴力団の壊滅」「飲酒運転の 

 撲滅」「性犯罪の抑止」等、あらゆる案件を皆様と一緒になって取り組み、内 

 が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、皆様と一緒に考えていき 

 たい。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

 平成２８年上半期の管内情勢については、殺人等の重要凶悪事件がなく、刑法

犯認知件数、交通事故件数共に減少しており良い傾向であるが、警察情勢として

予断を許さない状況は続いている。 

 



様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その２） 
 

 議 事 概 要  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 

○ 平成２８年上半期の管内情勢 

１ 暴力団の情勢について 

 ・ 暴力団員の検挙状況 

 ・ ８月に暴力団事務所が撤去し、継続して暴力団対策を推進 

２ 飲酒運転の撲滅について 

 ・ 飲酒運転取締り件数等（県内４位） 

 ・ 飲酒運転撲滅宣言企業が約７００事業所、撲滅宣言の飲食店も約３５０    

  店舗と増加し、警察の取締りと地域の職域が一体となった対策を継続 

３ 性犯罪抑止等について 

 ・ 性犯罪（主に強制わいせつ）が、十数件発生 

 ・ ＤＶ・ストーカーの事案認知の際は、スピード感と危機感を持った積極   

  的な警察措置を実施 

４ 犯罪の抑止等について 

 ・ 刑法犯の認知件数は、１５９０件（前年同期比 －６２４件）と大きく   

  減少 

 ・ 昨年中の認知件数が、県下１位（４０７２件）であったが、現在のとこ 

  ろ３番目の位置 

 ・ 殺人、強盗等重要犯罪発生後の即応体制の確立 

 ・ ニセ電話詐欺は、全国都道府県の傾向と同様に、件数・被害額ともに減 

  少しているが、今後も高齢者狙いの詐欺（払い戻しの電話）の防止啓発活  

  動を推進し、検挙については県警本部との連携による現場検挙、突き上げ 

  捜査を徹底 

５ 少年非行の抑止について 

 ・ 南部地域を中心に、少年の暴走族やい集が目立っている状況であり、犯 

  罪少年の検挙人員が県内で３番、少年補導数が１番 

 ・ 引き続き、少年非行グループの解体を推進する一方、ハッピー農園事業 

  等の非行少年の立ち直り支援等々の継続 

６ 交通事故の抑止について 

 ・ 人身事故は９１９件（前年比－１１５件）、負傷者１１５０人（前年比－ 

   １１９人）件と共に減少しているが、高齢者運転による事故、高齢歩行者 

  の被害事故が増加 

 ・ 自転車による事故が非常に多く、全交通事故に対する自転車事故の割合 

  が、県平均１４％に対して当署管内は２１％ 
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７ 現場執行力の強化について 

 ・ １１０番通報は、約１万２千件（１１０番以外の急訴を含めた一日の処 

  理件数は、約７０件） 

 ・ 昨年１年間の１１０番の処理件数は、県内３位、一日の１１０番処理件 

  数は７０件台であり、１１０番受理件数は減少傾向 

 ・ 少年い集の１１０番受理件数が減少 

８ 厳正な規律の保持について 

 ・ 昨年は、交通課員が、事故関係者の供述調書を虚偽作成し、停職一ヶ月の 

  懲戒処分を受け、その後辞職をするという信用失墜事案が発生 

 ・ これを受け再発防止策を講じたところであり、人事管理、業務管理を徹底  

 ・ 風通しの良い職場作りと志気の高い組織づくり 

 

【各課からの報告等】 

１ 少年警察活動について（生活安全管理官） 

 (1)  平成２７年以降の少年い集状況 

   早良署と他署との比較 

 (2) 少年警察のこれまでの取組 

  ア 平成２６年 

   ○ 少年補導活動の強化 

   ○ 家庭訪問・面接を実施 

   ○ 学校や地域住民との連携 

  イ 平成２７年 

   ○ 検挙・補導活動の強化 

   ○ 管理者対策 

   ○ 立ち直り支援の推進 

 (3)  検挙補導活動の効果 

  ア 少年い集１１０番通報状況（件数等） 

  イ 自転車盗の認知件数 

  ウ オートバイ盗の認知件数 

２ 暴力団事務所の撤去について（刑事管理官） 

 (1)  管内暴力団事務所撤去の概要及び取組 

    平成２８年８月２２日、指定暴力団福博会傘下組織の組事務所２ヶ所（早 

  良区西新）の撤去を確認 

 (2)  管内暴力団事務所の撤去状況及び取組 
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  ア 平成２２年４月、早良・城南暴力団等排除推進協議会発足 

  イ 暴追パレードの実施による暴排気運の向上 

  ウ 暴力団幹部への事務所撤去に向けた説得 

 (3)  管内の暴力団情勢 

  ア 暴力団員の検挙状況等 

 (4)  早良・城南暴力団追放市民総決起大会の開催について 

  ア １０月１５日 １４：００ ～ １６：３０ 

  イ 城南市民センター大ホール 

３ 県内の飲酒事故情勢と取組について（交通管理官） 

 (1)  交通事故の現状（４月末） 

  ア 過去１０年の飲酒運転事故の推移（発生件数・全国順位） 

  イ 飲酒運転検挙件数の推移（県内・早良署管内） 

  ウ 飲酒運転事故の全国順位 

   ○ 平成２２年 ～ 全国ワースト１位（３３７件） 

   ○ 平成２７年 ～ 全国ワースト８位（１５６件） 

  エ 飲酒運転事故の推移 

    飲酒状況別・時間帯別・曜日別・年齢別 

 (2)  飲酒運転取締りの強化 

  ア 繁華街、飲食店街の周辺や主要幹線道路における大規模検問・ミニ検問    

  イ 覆面パトカーを活用した取締り 

  ウ 新型の飲酒検知器の導入 

 (3)  効果的な交通安全教育の推進 

  ア 飲酒運転の危険性・悪質性の理解を深める教育 

   ○ 飲酒体験ゴーグルを活用した飲酒状態の疑似体験 

   ○ 自動車学校における飲酒運転の実体験 

  イ 子供から大人の心に響かせる取組 

 (4)  飲酒運転撲滅条例の周知 

  ア 平成２４年４月施行（県民の責務） 

   ○ 飲酒運転の禁止 

   ○ アルコール依存症や問題飲酒行動の治療・是正 

   ○ 家族や知人による飲酒運転の防止 

   ○ 飲酒運転を目撃した際などの警察官への通報 

  イ 平成２７年４月改正（全県民の通報努力義務） 

    県民は、飲酒運転による事故を防止するため、飲酒運転を現に行おうと  

   し、又は飲酒運転を行った者があることを知ったときは、当該事実を警察 
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   官に通報するよう努めるものとする。 

４ 大雤・台風等を対象とした防災対策について（警備課長） 

 (1) 管内発生状況 

 (2)  防災気象情報の種類と体系等 

 (3)  現象のピーク時間の表現 

 (4) 今年の台風の特徴点 

 (5) 気象情報と住民の行動の目安 

 (6) 早良警察署災害監視協力員制度（平成２７年２月２０日委嘱） 

 

【報告事項に対する質疑応答】 

○ 委員から、「オートバイ盗の発生件数が大きく減少しているが、取組み内容等 

 を教えてほしい。また、オートバイ盗をする目的は何か。」旨の質疑があり、生 

 活安全管理官から、「特効薬はないが、非行グループの集中的な取締りを実施し 

 ている。目的は、足代わりに盗んで乗るのが中心であると思料される。効果的な 

 のは、防犯カメラであり、設置が進むことは乗り物盗の減少に大きく繋がると考 

 える。」旨の回答があった。 

○ 委員から、「災害監視協力員制度について、災害現場において協力員の有無を 

 確認ができる方法はないか。また、警察の災害情報を区役所と共有できないの 

 か。」旨の質疑があり、警備課長から、「制度の運用は、協力員の居住付近の災害 

 状況を相互に連絡する等して情報を共有活用することであり、協力員が積極的に 

 災害現場に出向いて監視することではない。運用上は警察から協力員に連絡をし 

 て問い合わせをするのが中心であり、制度上は確認できる範囲内で、川の水位や 

 道路状況等の異変があった場合に連絡をする取決めである。現在も区役所の担当 

 課と情報交換をしているところであり、今後も情報収集の際には、積極的に行政 

 と協力・連携していきたいと考える。」旨の回答があった。 

○ 委員から、「飲酒運転の通報者に何らかの被害が及ぶことはないのか。また、 

 飲酒運転者が減少しないことから、反則金を更に増額するなど、ハードルを高く 

 する必要があるのではないか。」旨の質問があり、交通管理官から、「通報制度の 

 関係で、通報者に被害が及ぶことはない。通報を受けた警察官が、対象車両を発 

 見し、飲酒運転が立証できれば逮捕することができる。また、居酒屋等での通報 

 で、対象者が居ない場合でも捜査に役立てている。飲酒運転の罰則は強化されて 

 いるが、もっと強化すべきとの意見についても一案と考える。」旨の回答があっ 

 た。 

○ 委員から、「歩車分離式信号機の設置後の検証では、渋滞の状況はどうなって 
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 いるか。」旨の質問があり、交通管理官から、「設置後、交通事故の発生はないが、 

 歩行者通行の時間が長くなり、曜日、時間帯によっては、若干の渋滞時間がある 

 のは事実であり、今後は、その状況を調査し信号サイクルの検証が必要と考えて 

 いる。また、歩者分離式信号機の設置要望については、要望があれば、警察本部 

 交通規制課と検討をし、歩者分離をした場合の良否を検証していくこととしてい 

 る。」旨の回答があり、副署長から、「管内の事故発生状況を見ると、交差点にお 

 ける右左折の車と歩行者等との接触事故が多くを占めており、歩車分離式信号に 

 なれば、車両の右左折時に歩行者、自転車が巻き込まれることがなく、交差点の 

 交通事故が防げる。」旨の回答があった。署長からも、「要望があれば警察本部交 

 通規制課と調査し、設置基準を満たすのであれば設置の方向で検討したい。」旨 

 の回答があった。 

○ 委員から、「商店街周辺の狭い道路での電柱の地中化を警察もしくは行政で検 

 討できないのか。」旨の質問があり、交通管理官から、「直接警察の関係するもの 

 ではないが、電柱があるために、車両や歩行者の通行が困難であり、交通事故の 

 おそれがあるのであれば、当然警察も道路管理者等の関係機関に、要望、意見具 

 申や検討をする等問題解決を図っていきたいと考える。」旨の回答があり、他委 

 員からも、「配電盤の設置にかかる構造上の問題及び地権者の承諾等に長時間を 

 要するなど、進まないのが現状である。」旨の発言があった。 

○ 生活安全管理官から、「前回（５月１２日）の質疑であったニセ電話詐欺気づ 

 かせ隊の具体的活動について回答する。目的は、ニセ電話詐欺の被害者またはそ 

 のおそれのある者を、社会全体で見守っていく気運を醸成し、ニセ電話詐欺によ 

 る被害の未然防止活動を県民運動として展開していくことであり、活動内容につ 

 いては、「ニセ電話詐欺を阻止するための被害者等に対する声かけ」「ニセ電話 

 詐欺の被害防止に関する広報啓発活動」「その他ニセ電話詐欺被害防止に資する 

 活動」となっている。」旨の回答があった。 

 

【会長総括】 

 日頃、私達がマスコミ等で知る以上に、事件事故が多発しており、管内警察官が、

積極的に取組みをし、犯罪状況等が全体的に減少傾向であることが理解できた。 

 今後とも、早良署管内の事件事故の件数が、より少なくなるよう努力が必要であ

り、皆さん方の御協力をお願いしたい。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


